




札幌地方裁判所  

民事第５部 ４係 

裁判所書記官 杉本 敬貴 様 

 

お世話になっております。 

昨日郵送にて訂正に関する事務連絡がございましたので、 

訴状訂正申立書を送付いたします。 

宜しく御願い致します。 

 

 

 

〒001-0011 

北海道札幌市北区北１１条西３丁目２－２３ ノースタウンハウス２２２ 

 

高桑 広仁 

 

連絡先：090-2392-8284 

FAX：011-788-5132 

 

 

 

 

 



事件番号 令和７年（ワ）第２６５９号 

文書提示請求事件 

 

原告 高桑 広仁 

被告 株式会社土屋ホーム不動産 

 

 

訴状訂正申立書 

 

 

上記当事者間の頭書事件の提示を請求することができる法律上の根拠 

（条文）は以下のとおり 

 

① 民法 618 条 

期間の定めがある賃貸借契約でも、当事者双方が「期間内に解約する権利を留保する」と 

合意していれば、いつでも解約できるという内容です。この場合の解約は、民法 617 条の

規定に基づき、解約の通知後、定められた期間（民法 617 条では 3 ヶ月）が経過すると契

約が終了する。 

 

② 民法 617 条 1 項 2 号 

「建物の賃貸借」で期間の定めがない場合の、 

賃貸人からの解約の申入れが 3 ヶ月後に終了するという条文です。 

ただし、これは民法上の規定であり、借地借家法が適用される建物の賃貸借契約（一般の賃

貸アパート、マンションなど）では、同法第 27 条により 

「解約申入れから 6 ヶ月経過」となり、さらに「正当事由」が必要となるため、 

民法が直接適用されるケースは限定的となる。 

 

③ 民法第 541 条（契約解除） 

賃料滞納など債務不履行があった場合、賃貸人は催告した上で契約を解除し、明渡請求がで

きます（ただし、判例により信頼関係破壊の法理が適用されます）。 

 

 

 

 



上記法律上の根拠から、訴状に添付した  

被告からの「賃貸借契約解除通告書」の内容には大きな隔たりが存すること、 

 

（１） 上記①の賃貸借間当事者の合意 

 

（２）上記②の後書き 

借地借家第 27 条 

「解約申入れから 6 ヶ月経過」となり、さらに「正当事由」が必要となる 

 

（２） 履行無き場合には解除日までに明け渡す旨の「建物明渡しの催告」内容 

 

よって一方の当事者からの賃貸借契約解除通告書の内容からすると、 

 

上記（１）（２）（３）を根拠とした請求趣旨の正当化について 

 

（１） 本請求趣旨にある賃貸借契約解除通告の撤回を合意する書面の提出請求 

（２） 請求未払賃料 88,6519 円 の 本賃貸借契約解除通告書面到着後７日以内の 

一括履行無き場合は「本賃貸契約の解除」と記されている経過期間の相違 

（３） 明渡し請求可能な条件として、通常 契約関係の終了が前提となるが、 

  その条件を満たさず明渡しの催告としている 

 

但し、上記根拠とした（２）の「正当事由」の範囲に該当する未払月数の賃料額が 

過去の判例に沿い妥当か否かは定かではないとする。 

 

以上を以て、訴状訂正申立書とする。 

 

 

（添付書面） 

申立内容の把握の補助書面・赤線を記した「賃貸借契約解除通告書」の写し 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年１１月１３日 
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